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事業再評価調書（注）

事 　業　 名 ・中央突堤臨港緑地整備事業（物揚場整備事業を含む）

担　   　当
・港湾局　計画整備部　緑地管理担当　（連絡先TEL：６６１５-７７９９)
　（　　　　　　　　　計　　画担当　（連絡先TEL：６６１５-７７７３））

[算出方法]
・港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成23年6月　国土交通省港湾局）に示された手法
に準じて算出する。

[分析結果]
・費用便益比　B／C＝２．４３（総便益B：２９７億円、総費用C：１２２億円）

[効果項目]
・災害時の被害の軽減

[受益者]
・市民
・緑地利用者

・天保山築港地区は、活性化を図るため再開発事業を実施しており、中央突堤臨港緑地はこの再
開発事業のアメニティの核となる緑地で、シンボル緑地・休息緑地・修景緑地・親水緑地として
整備する必要な事業である。
・さらには、大阪港港湾計画において、「防災緑地」として位置付けられており、「大阪市地域
防災計画」では、大阪港港湾計画に基づき、災害応急対策活動に資する緑地として位置付け、整
備を推進している。また、当地区は海上保安庁や税関をはじめとする官公庁などの港湾管理中枢
機能が多く立地しており、災害発生時には港湾の防災活動の要となり、防災緑地に隣接して官公
庁の船舶を集約係留できる物揚場を整備することにより、通常時・災害時を通じて公共船舶の効
率的な運用を図り、緑地と一体となった防災拠点の形成を目指しており、必要な事業である。

（注）再々評価の場合の様式

３
　
事
業
の
必
要
性
の
視
点

・緑地の必要面積は、「地区の昼間人口×住民１人あたりの緑地面積（７m
2
／人）」により求め

られ、事業採択時約７．５ｈａであったが、再評価時においては、約７．５ｈａから約８．５ｈ
ａへと増加し、再々評価である今年度までその計画は変わっていない。
・平成２年に開業した天保山ハーバービレッジは海遊館や天保山マーケットプレースなどを中心
とした複合型アミューズメント施設として、文化・交流・レクリエーション空間として整備さ
れ、集客施設として多くの人が訪れている。また、平成１３年にユニバーサル･スタジオ･ジャパ
ンが開業し、此花西部臨海地区と天保山地区を結ぶ海上シャトルの運航も始まり、引き続き天保
山地区は多くの観光客が訪れ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとともに大阪を代表する観光
エリアとなる。さらに、天保山地区はクルーズ客船が寄港する大阪の玄関口として、さらなる活
性化が期待される地区でもある。
・しかし、近年の財政状況が厳しい中、年次計画通りの予算確保がますます難しくなっており、
スケジュール通りの事業進捗が図れなくなってきている。

[効果項目]
・港湾旅客の利用環境の改善
・港湾周辺地域環境の改善

[受益者]
・市民
・緑地利用者

１　再評価理由
・国庫補助事業を除く事業で事業再評価した年度から起算して５年間が経過後の年度で継続中の
もの

・昭和４８年の港湾法の一部改正を契機に、市民に親しまれる港づくりを目指し、港湾の環境や
景観を整備し、保全する目的で国の補助事業を活用して臨港地域の緑地造成を実施してきた。

・天保山築港地区は、活性化を図るため再開発事業を実施しており、中央突堤臨港緑地はこの再
開発事業のアメニティの核となる緑地として整備する。

・さらには、大阪港港湾計画において、「防災緑地」として位置付けられており、「大阪市地域
防災計画」では、大阪港港湾計画に基づき、耐震強化岸壁から輸送される緊急物資の一時保管や
荷捌き等の災害応急対策活動に資する緑地として位置付け、整備を推進している。また、当地区
は海上保安庁や税関をはじめとする官公庁などの港湾管理中枢機能が多く立地しており、災害発
生時には港湾の防災活動の要となり、防災緑地に隣接して官公庁の船舶を集約係留できる物揚場
を整備することにより、通常時・災害時を通じて公共船舶の効率的な運用を図り、緑地と一体と
なった防災拠点の形成を目指している。

・総面積：８５，０００m2

・整備内容：園路，植栽，オープンスペース，照明施設、物揚場、防波堤、浮桟橋等

２
　
事
業
概
要

・港区海岸通１，２丁目
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①経過及び
　完了予定

②事業規模

　うち完了分

　進捗率

緑　地　約６０億

物揚場　約４２億

緑　地　約１５億

物揚場　約３３億

緑　地　　２５％

物揚場　　７９％

④事業内容の
　変更状況と
　その要因

⑤未着工
　あるいは
　事業が長期化
　している理由

⑥コスト縮減や
　代替案立案の
　可能性
（事業を進捗させる
　ための対応策）

⑦今後の事業進
　捗の見通し

・本事業は、港区の港湾環境の改善や交流機会の増加に寄与するとともに、災害発生時に港湾の
防災活動の拠点として必要な事業であることから、「事業継続」とする。
・しかし、本市の近年の財政状況が厳しいことから、限定的な実施となるため、「事業継続
（Ｃ）」とする。

７　対応方針
　（原案）

③総事業費 約６６億円 約６０億円

　うち既投資額 －

－ 緑地整備：１７，４６２m
2

物揚場整備：２４６．７５m

[再評価時点]
・平成１１年８月に、港湾計画の軽易な変更が行われ、既定計画の交流拠点用地の一部を国際文
化･商業施設用に変更しており、これら施設と一体的に整備する緑地計画の変更を行った。この変
更に伴い、事業費についても見直しを図り、事業費の変更を行った。
[再々評価時点]
・物揚場整備事業は、臨港緑地整備事業と一体となって防災拠点を形成するため、密接不可分の
関係にある事業である。しかし、両事業ともこれまで国庫補助事業で、事業採択年度が異なって
いたことから、同時期に再評価を受ける対象にならなかったが、両事業とも社会資本整備総合交
付金に移行したため、これを機に、物揚場整備事業を含めて再評価を受けるものとし、事業費が
増額している。

　進捗率

６　特記事項 ・再評価時点の対応方針は、「事業継続（C）」であった。

４７％

[コスト縮減の可能性]
・「大阪市公共事業コスト縮減に関する新行動計画（平成１３年１２月策定）」及び「大阪市公
共工事コスト縮減にかかる実施方針（平成１６年３月策定）」に基づき、以下のような工事コス
トの低減に取り組むことにより、更なる事業費の節減に努める。
・再生資源や資源循環に資する資材等の活用
・工事の時間的コストの低減
[代替案立案の可能性]
・なし

・既存区域の緑地整備や物揚場整備を優先的に実施し、コスト縮減策等を十分に検討した上で、
埋立造成等に着手する予定である。

－

５　事業の優先度
　　の視点

[重点化の考え方]
・平成２３年度港湾局運営方針において、重点的に取り組む主な戦略として、①国際コンテナ戦
略港湾の実現、②ハード整備・ソフト対策が充実した防災・減災体制の確立（防潮堤の耐震補
強、橋梁の耐震化、大阪港地震・津波アクションプラン）、③施設の適切な維持管理の充実、④
企業誘致と都市基盤の充実、⑤国内外からの観光客を呼び込む施策の強化の５つとしており、本
事業の重点化の位置づけはない。
[事業が遅れることによる影響]
・埋め立てによる緑地造成を行う区域については、完了予定年度が遅れる予定であるが、海遊館
や天保山マーケットプレースなどの集客施設に近い部分の緑地については既に供用しており、残
る既存区域の緑地整備及び物揚場整備については、事業進捗を図り、一定の機能を確保し、遅延
に伴う影響を最小限に抑えることとする。
・また、防災緑地としては、現在は本事業で整備した箇所において、オープンスペースとしての
機能が部分的に確保できているが、将来的にはより広いオープンスペースが必要である。

４
　
事
業
の
実
現
見
通
し
の
視
点

事業開始時点
（平成９年度）

・本区域の一部を埋め立てて緑地造成を行うこととしており、埋め立てが完了するまでは、既存
区域の緑地整備を行い、埋め立ての進捗に合わせて埋立部の緑地整備を行う計画である。しか
し、埋め立ての前段となる護岸造成において、基礎工事が遅延したこと、また公共残土の受け入
れ時期が延伸する見込みとなったことから、埋立の工事期間を延伸している。
・さらに、本市の近年の財政状況が厳しいことから、さらに限定的な実施になるため、完了予定
年度が延伸している。

約１０２億円

１９％
緑地整備：２１％
物揚場整備：５７％

再々評価時点
（平成２３年１１月）

・平成　９年度　事業採択年度
・平成　９年度　着工　　年度
・平成２８年度　完了予定年度

緑地整備：８５，０００m
2

「事業継続（評価C）」

約１４億円 　約４８億円

２３％

－

再評価時点
（平成１８年度）

緑地整備：１５，８７１m
2

・平成　９年度　事業採択年度
・平成　９年度　着工　　年度
・平成３８年度　完了予定年度

緑地整備：７５，０００m
2 緑地整備：８５，０００m

2

物揚場整備：延長４３５．５m

・平成　９年度　事業採択年度
・平成　９年度　着工　　年度
・平成１７年度　完了予定年度



 事業概要 

事業名： 
中央突堤臨港緑地整備事業（物揚場整備事業を含む） 

所在地： 
港区海岸通１，２丁目 

目的： 
・昭和４８年の港湾法の一部改正を契機に、市民に親しまれる港づくりを目指し、港湾の環境や景観を
整備し、保全する目的で国の補助事業を活用して臨海地域の緑地造成を実施してきた。 
 
・天保山築港地区は、活性化を図るため再開発事業を実施しており、中央突堤臨港緑地はこの再開発事
業のアメニティの核となる緑地で、シンボル緑地・休息緑地・修景緑地・親水緑地として整備する。 
 
・さらには、大阪港港湾計画において、「防災緑地」として位置付けられており、「大阪市地域防災計
画」では、大阪港港湾計画に基づき、耐震強化岸壁から輸送される緊急物資の一時保管や荷捌き等の災
害応急対策活動に資する緑地として位置付け、整備を推進している。また、当地区は海上保安庁や税関
をはじめとする官公庁などの港湾管理中枢機能が多く立地しており、災害発生時には港湾の防災活動の
要となり、防災緑地に隣接して官公庁の船舶を集約係留できる物揚場を整備することにより、通常時・
災害時を通じて公共船舶の効率的な運用を図り、緑地と一体となった防災拠点の形成を目指している。 

事業内容： 
・総面積  ： ８５，０００㎡ 

・整備内容 ： 園路、植栽、オープンスペース、照明施設、物揚場、防波堤、浮桟橋等 

1 

別紙1 



 位置図 
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：中央突堤臨港緑地整備事業 

：物揚場整備事業 
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 航空写真 

4 

：中央突堤臨港緑地 

：海遊館 



 進捗状況図 
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：供用中の地区(平成２３年４月末現在) 

：未供用地区 

：整備中箇所 



 社会経済情勢の変化 
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事業採択時（平成９年） 事業再評価時（平成１８年） 

 
・緑地の必要面積は、「地区の昼間
人口×住民１人当たりの緑地面積
（７㎡/人）」により求められ、当
時の中央突堤臨港緑地は約７．５ｈ
ａ整備する計画であった。 
 
・平成２年に開業した天保山ハー
バービレッジは海遊館や天保山マー
ケットプレースなどを中心とした複
合型アミューズメント施設として、
文化・交流・レクリエーション空間
として整備され、集客施設として多
くの人が訪れている。 

事業再々評価時（平成２３年） 

 
・緑地の必要面積が約７．５ｈａか
ら約８．５ｈａへ増加している。 
 
 
・平成１３年にユニバーサル･スタ
ジオ･ジャパンが開業し、此花西部
臨海地区と天保山地区を結ぶ海上
シャトルの運航も始まり、引き続き
天保山地区には多くの観光客が訪れ、
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンと
ともに大阪を代表する観光エリアと
なる。 

 
・必要とされる緑地面積は変わって
いない。 
 
 
 
 
・天保山地区には、引き続き多くの
観光客が訪れており、大阪を代表す
る観光エリアとなっている。また、
クルーズ客船が寄港する大阪の玄関
口として、さらなる活性化が期待さ
れる地区でもある。 
 

・天保山築港地区は、活性化を図るため再開発事業を実施しており、中央突堤臨港緑地はこの再開発事業のアメニティの核
となる緑地で、シンボル緑地・休息緑地・修景緑地・親水緑地として整備する必要な事業である。 
・さらには、大阪港港湾計画において、「防災緑地」として位置付けられており、「大阪市地域防災計画」では、大阪港港
湾計画に基づき、災害応急対策活動に資する緑地として位置付け、整備を推進している。また、当地区は海上保安庁や税関
をはじめとする官公庁などの港湾管理中枢機能が多く立地しており、災害発生時には港湾の防災活動の要となり、防災緑地
に隣接して官公庁の船舶を集約係留できる物揚場を整備することにより、通常時・災害時を通じて公共船舶の効率的な運用
を図り、緑地と一体となった防災拠点の形成を目指しており、必要な事業である。 
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 事業費の見込み 

局運営方針等による本事業の位置づけ 
・平成２３年度港湾局運営方針において、重点的に取り組む主な戦略として、①国際コンテナ戦略港湾の実現、②ハード整備・ソフト対策が充実
した防災・減災体制の確立（防潮堤の耐震補強・橋梁の耐震化・大阪港地震、津波アクションプラン）、③施設の適切な維持管理の充実、④企業
誘致と都市基盤の充実、⑤国内外からの観光客を呼び込む施策の強化の５つとしており、本事業の重点化の位置付けはない。 

・大阪都市圏、西日本の物流を支える拠点港湾の形成、国際競争力の強化(港の成長力の強化)の実現 

 ①阪神港として国際コンテナ戦略港湾に選定されたことを契機に、大阪港の国際競争力を図り、日本の産業の国際競争力の強化を支援するとと
もに、集荷、創荷、港湾経営主体の確率に積極的に取組み、関西経済の活性化に寄与する。 

・災害に強く、安全で使いやすい港の実現 

 ②市民の生命、財産を守るため、ハード整備として、主要な港湾施設の耐震化を実施するとともに、平成２０年度末に策定された「大阪港地震、
津波対策アクションプラン」に基づき、防災保安体制の強化等のソフト対策を推進していくことで、関係機関、港湾関連事業者、地域住民と連携
した防災、減災体制を確立する。 

 ③安全で使いやすい港湾施設を維持するため、予防保全型の適切な維持管理を実施する。 

・臨海地域の活性化 

 ④大阪経済の活性化、雇用の創出など産業振興に資するため、埋立地の有効活用を図る。 

 ⑤集客、交流施設の連携を図るとともに、アジアをはじめ国内外からの集客、観光交流拠点としての魅力を高め、国内外からの観光客を呼び込
む。 

(参考) 

港湾局事業費の見込み（単位：億円） 

189
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起債 その他
(予算) 

計 263 
計 253 計 237 

計 166 

計 105 
計 86 

・公債発行の削減として、５年間で公債発行額を平成１７年度
予算１８８億円から、全市的な削減率で算出した９９億円以下
と目標額を設定し、事業の選択と集中により圧縮を行い、平成
２３年度予算３１億２，８００万円まで削減することができた。 

・しかし、本市の近年の財政状況が厳しく、また、重点的に取
り組む主な戦略としての位置づけもないことから本事業に財源
を投入出来る見込みは未定である。 
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 事業の進捗状況、今後の進捗の見込み 
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1
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事業採択時の想定進捗率 実際の進捗率

進捗率の推移（単位：％） 残事業の内容 

・緑地整備（約６８，０００㎡） 

▽園路、植栽、オープンスペース、照明施設 

 物揚場、防波堤、浮桟橋等 

▽残事業費約５５億円 

今後のスケジュール 

・平成２４年度 設計業務（約１．５ｈａ）（予算要求） 

        防波堤約３０ｍ（予算要求） 

・平成２６年度 既存区域の緑地整備完了予定 

        物揚場整備完了予定 

事業が遅延した要因とその状況 

・本地区の一部を埋め立てて緑地造成を行うこととしており、
埋め立てが完了するまでは、既存区域の緑地整備を行い、埋め
立ての進捗に合わせて、埋め立て部の緑地整備を行う計画であ
る。しかし、埋め立ての前段となる護岸造成において、基礎工
事が遅延したこと、また公共残土の受け入れ時期が延伸する見
込みとなったことから、埋め立ての工事期間を延伸している。 
・さらに、本市の近年の財政状況が厳しいことから、限定的な
実施となるため、完了予定年度が延伸している。 

・既存区域の緑地整備や物揚場整備を優先的に実施し、コスト縮減策
等を十分に検討した上で、埋立造成等に着手する予定である。 
 

対応と解消の目途及び根拠 
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 事業が遅れることによる影響 

事業が遅延する理由 
・本地区の一部を埋め立てて緑地造成を行うこととしており、埋め立てが完了するまでは、既存区域の緑地整備を行い、
埋め立ての進捗に合わせて、埋め立て部の緑地整備を行う計画である。しかし、埋め立ての前段となる護岸造成において、
基礎工事が遅延したこと、また公共残土の受け入れ時期が延伸する見込みとなったことから、埋め立ての工事期間を延伸
している。 
・さらに、本市の近年の財政状況が厳しいことから、限定的な実施となるため、完了予定年度が延伸している。 
 

事業が遅延することで発生が想定される課題 課題への対応 

（事業者の視点） 
・防災緑地として部分的な機能は確保できるものの、そ
の特性を活かす機能整備が完了できない。 

（利用者の視点） 
・現在の一部供用では、親水空間や憩いの場、防災機能
について十分に利用できない。 

・埋め立てによる緑地整備を行う区域については、完了
予定年度が遅れる予定であるが、海遊館や天保山マー
ケットプレースなどの集客施設に近い部分の緑地につい
ては既に供用しており、残る既存区域の緑地整備及び物
揚場整備については、事業進捗を図り、一定の機能を確
保し、遅延に伴う影響を最小限に抑えることとする。 

・また、防災緑地としては、現在は本事業で整備した箇
所において、オープンスペースとしての機能が部分的に
確保できているが、将来的にはより広いオープンスペー
スが必要である。 
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費用便益分析について

1. 費用便益分析の基本的な考え方（港湾緑地）

■ 全体フロー

■

2. 費用及び便益算出の前提

■

・ 現在価値算出のための社会的割引率 ：

・ 基準年次 ：

・ 計算期間 ：

平成２３年（再々評価時点）

費用便益分析にあたっては、算出した各年度の便益及び費用に対して割引率を用いて現在価値に換算し分析する。また、
計算期間として、施設の物理的耐用年数を設定する。

４％

整備期間＋５０年

　中央突堤臨港緑地は、港湾計画上、その主な用途を「休息緑地」「修景緑地」「防災緑地」等と位置付けられている。
＜港湾投資の評価に関する解説書２０１１＞により、緑地の機能が複合する場合は、それぞれの機能を計測し、合計する
必要がある。ＣＶＭ法を用いて「利用環境の改善に対する支払意志額（休息緑地）」と「港湾周辺地域環境の改善に対す
る支払意志額（修景緑地）」についてを算定する。なお、「防災緑地」については、定性的に把握するものとする。

（仮想的市場評価法）

ＣＶＭ法 アンケートで、対象事業
に対する支払意思額を聞
く。

手法 概要

対象事業に対する評価、
価値判断等がストレート
に行われる。

利点

アンケート調査

レクリエーション等の市場がない財やサービスを評価する方法としてＣＶＭ法がある。

欠点

対象事業が不明瞭な場
合、判断根拠が疑問とな
る。

事業概要の整理 

プロジェクトの特定 

便益項目の抽出 

需要の推計 

便益の計測 

費用便益分析 

費用の算定 

地域概況の整理 
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3. 便益の計測

■ アンケート調査は、以下の手順で行う。（ＣＶＭ法）

① 受益者の特定

②

③ アンケートの実施

④ 支払意志額の算定

⑤ 便益の算定

便益は、次式で算定する。

　中央突堤臨港緑地の場合、市内外からの近隣集客施設（海遊館等）への来訪者が主たる利用者であり、集客施設の活性
化に伴う受益者が市民であることを踏まえ、当緑地の受益者は大阪市民全体と設定する。

0.03
(同種調査実績)

0.15
(同種調査実績)

③アンケートの実施

中央突堤臨港緑地の利用目的

中央突堤臨港緑地の訪問頻度

アンケート票の作成
以下の項目について実施するものとする。

2

1

④支払意志額の算定

⑤便益の算定

①受益者の特定

②アンケート票の作成

中央突堤臨港緑地の滞在時間

3

有効回答数アンケート対象

※400*1/0.15/(1-0.03)≒2,750票

支払意志額の算定 ＣＶＭ法について、アンケート結果から支払意志額を算定する。

大阪市民

中央突堤臨港緑地への想定される交通手段

6

2,750票

5

回答者の属性（性別、年齢、同居人数、居住地、職種）

中央突堤臨港緑地に対する支払意志額

4

ＣＶＭ法 （便益）　＝　（支払意志額の平均値）　×　需要

配布数無回答率回収率

400票
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4. 費用便益分析の結果

① アンケート概要

② 便益金額の予測

③ 分析結果

ＣＶＭ法

郵送配布・回収 平成２３年７月中旬

算定手法

便益／費用

総便益（Ｂ）

総費用（Ｃ）

２．４３

１２２億円

２９７億円

社会的割引率

基準年次

計算期間

方法

４％

平成２３年度

整備期間＋５０年

対象 手法

591票
～７月下旬

大阪市民

大阪市民
ＣＶＭ法 2,772円 284,704世帯

回収数対象 実施時期

支払意志額 世帯

789百万円

便益金額

2,750票

配布数
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